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国
土
交
通
省
の
八
ッ
場
ダ
ム
治
水
効
果
の
検
証
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
中
止
を
一
貫
し
て
求
め
、
流
域
住
民
と
力
を
合
わ
せ
て
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
民
主
党
も
、
二
〇

〇
九
年
の
総
選
挙
で
八
ッ
場
ダ
ム
中
止
の
公
約
を
掲
げ
、
政
権
交
代
直
後
に
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
中
止
を
表
明
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
昨
年
、
国
土
交
通
省
は
、
「
事
業
継
続
は
妥
当
」
と
す
る
「
八
ッ
場
ダ
ム
建
設
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
報
告
書
」
（
以

下
、
報
告
書
）
を
ま
と
め
る
と
、
野
田
内
閣
は
、
こ
の
検
証
結
果
に
沿
っ
て
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
事
業
継
続
に
舵
を
切
っ
た
。
国

民
の
願
い
を
踏
み
に
じ
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
報
告
書
」
の
洪
水
調
整
の
観
点
か
ら
の
検
討
に
お
い
て
も
、
「
報

告
書
」
で
行
わ
れ
た
検
証
を
評
価
す
る
上
で
不
可
欠
の
数
値
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
そ
も
そ
も
、
「
事
業
継
続
は
妥

当
」
と
し
た
「
報
告
書
」
の
評
価
そ
の
も
の
が
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

「
報
告
書
」
の
洪
水
調
整
の
検
討
で
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
案
と
八
ッ
場
ダ
ム
以
外
の
四
案
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
八
ッ
場
ダ

ム
以
外
の
案
で
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
洪
水
調
節
量
を
八
ッ
場
ダ
ム
に
替
わ
っ
て
引
き
受
け
る
代
替
施
設
が
必
要
と
な
る
。

八
ッ
場
ダ
ム
以
外
の
案
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
代
替
施
設
で
ど
れ
だ
け
の
量
の
洪
水
調
節
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
か
。
そ
れ
ぞ

れ
の
洪
水
調
節
量
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

八
ッ
場
ダ
ム
案
で
は
、
超
過
確
率
�
／
�
�
〜
�
／
�
�
に
相
当
す
る
�
�
�
�
�
�
／
Ｓ
（
八
斗
島
地
点
）
の
う
ち
、

一



�
�
�
�
�
／
Ｓ
程
度
を
八
斗
島
上
流
で
、
残
り
の
�
�
�
�
�
�
／
Ｓ
程
度
を
八
斗
島
下
流
で
対
応
す
る
案
と
承
知
す
る

が
、
八
ッ
場
ダ
ム
以
外
の
四
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
八
斗
島
上
流
と
下
流
で
そ
れ
ぞ
れ
何
�
／
Ｓ
の
洪
水
調
節
を
行
う
治
水
対

策
案
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
洪
水
調
節
量
を
八
斗
島
上
流
と
下
流
で
調
節
を
行
う
ピ
ー
ク
流
量
（
�
／
Ｓ
）
で

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

一
及
び
二
で
そ
れ
ぞ
れ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
代
替
施
設
で
の
洪
水
調
節
量
を
ど
の
よ
う
に
算
出
さ
れ
た
の
か

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
複
数
の
治
水
対
策
案
の
検
討
は
、
表
�－

�－

�
に
掲
げ
ら
れ
た
�
洪
水
に
よ
り
検
討
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
�
洪
水
は
、
八
斗
島
地
点
の
流
量
が
洪
水
調
節
施
設
が
な
い
場
合
に
�
�
�
�
�
�
／
Ｓ
と
な

る
よ
う
に
雨
量
の
引
き
伸
ば
し
（
引
き
締
め
）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
引
き
伸
ば
し
（
引
き
締
め
）

を
お
こ
な
っ
た
雨
量
の
超
過
確
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
／
何
（
何
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
／
�
日
間
）
と
な
る
か
。

五

「
報
告
書
」
�－

�
�
ペ
ー
ジ
の
※
�
で
は
、
表
�－
�－

�
の
�
�
洪
水
の
う
ち
Ｓ
	


・
�
・
�
�
洪
水
及
び
Ｈ
�

�
・
�
・
	
洪
水
の
降
雨
波
形
に
つ
い
て
は
、
八
斗
島
地
点
の
流
量
を
河
川
整
備
計
画
相
当
の
目
標
流
量
で
あ
る
�
�
�
�

�
（
�
／
Ｓ
）
と
す
る
た
め
に
は
、
超
過
確
率
が
�
／
�
�
�
（
�
�


ミ
リ
メ
ー
ト
ル
／
�
日
間
）
と
な
る
た
め
に
、
今

二



後
�
洪
水
に
よ
り
八
ッ
場
ダ
ム
の
検
証
に
お
け
る
複
数
の
治
水
対
策
案
の
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
と
し
て
い
る
が
、

超
過
確
率
が
�
／
�
�
�
（
�
�
�
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
／
�
日
間
）
を
超
え
る
こ
と
が
、
な
ぜ
、
複
数
の
治
水
対
策
案
を
検
討

す
る
た
め
の
洪
水
か
ら
外
れ
る
理
由
に
な
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

年
超
過
確
率
�
／
�
�
�
は
、
河
川
整
備
方
針
の
計
画
規
模
年
超
過
確
率
の
数
値
で
あ
る
が
、
今
回
の
検
討
で
は
、
河
川

整
備
計
画
相
当
の
年
超
過
確
率
�
／
�
�
〜
�
／
�
�
が
目
標
と
さ
れ
て
お
り
、
雨
量
の
年
超
過
確
率
が
複
数
の
治
水
対
策

案
の
検
討
を
す
る
た
め
の
洪
水
の
選
定
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
年
超
過
確
率
�
／
�
�
〜
�
／
�
�
を
超
え
る
雨
量

の
洪
水
も
検
討
対
象
洪
水
か
ら
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
年
超
過
確
率
�
／
�
�
〜
�
／
�
�
を
超

え
る
雨
量
の
洪
水
が
表
	－

�－

�
の
�
洪
水
の
中
に
あ
れ
ば
、
今
回
の
治
水
安
全
度
�
／
�
�
〜
�
／
�
�
を
超
え
る
洪

水
を
複
数
の
治
水
対
策
案
の
検
討
を
す
る
た
め
の
洪
水
に
加
え
て
い
る
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

七

「
報
告
書
」
表
	－

�－

�
は
、
複
数
の
治
水
対
策
案
の
検
討
を
行
う
た
め
の
�
洪
水
の
「
洪
水
調
節
施
設
に
よ
る
洪
水

調
節
効
果
量
」
と
し
て
、
「
洪
水
調
節
施
設
無
し
（
Ａ
）
」
、
「
河
道
分
担
流
量
洪
水
調
節
施
設
全
施
設
完
成
時

（
Ｂ
）
」
、
「
八
斗
島
地
点
上
流
の
洪
水
調
節
量
（
Ｃ＝

Ａ－

Ｂ
）
」
及
び
「
洪
水
調
節
量
の
内
訳
」
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
複
数
の
治
水
対
策
案
の
検
討
を
行
う
た
め
に
は
、
八
斗
島
上
流
の
洪
水
調
節
施
設
の
う
ち
八
ッ
場
ダ
ム
が
な
い
場
合

三



に
、
八
斗
島
地
点
上
流
の
洪
水
調
節
量
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
記
載
が
な
い
。

国
土
交
通
省
の
担
当
者
は
、
レ
ク
チ
ャ
ー
の
場
で
、
八
斗
島
上
流
の
洪
水
調
節
施
設
の
う
ち
八
ッ
場
ダ
ム
が
な
い
場
合
に
、

Ｓ
�
�
・
�
・
�
�
洪
水
の
「
河
道
分
担
流
量
洪
水
調
節
施
設
全
施
設
完
成
時
（
Ｂ
）
」
に
対
応
す
る
数
値
が
、
�
�
�
�

�
�
／
Ｓ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
間
違
い
な
い
か
。
間
違
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
し
い
数
値
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
�
洪
水
す
べ
て
に
つ
い
て
、
八
斗
島
上
流
の
洪
水
調
節
施
設
の
う
ち
八
ッ
場
ダ
ム
が
な
い
場
合
に
、

表
�－

�－

�
の
「
洪
水
調
節
施
設
無
し
（
Ａ
）
」
、
「
河
道
分
担
流
量
洪
水
調
節
施
設
全
施
設
完
成
時
（
Ｂ
）
」
、
「
八

斗
島
地
点
上
流
の
洪
水
調
節
量
（
Ｃ＝

Ａ－

Ｂ
）
」
及
び
「
洪
水
調
節
量
の
内
訳
」
に
対
応
す
る
数
値
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

国
土
交
通
省
の
担
当
者
は
、
レ
ク
チ
ャ
ー
の
場
で
、
八
斗
島
上
流
の
洪
水
調
節
施
設
の
う
ち
八
ッ
場
ダ
ム
が
な
い
場
合

に
、
Ｓ
�
�
・
�
・
�
�
洪
水
の
「
河
道
分
担
流
量
洪
水
調
節
施
設
全
施
設
完
成
時
（
Ｂ
）
」
に
対
応
す
る
数
値
が
、
�
�

�
�
�
�
／
Ｓ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
数
値
か
ら
�
�
�
�
�
�
／
Ｓ
を
差
し
引
い
た
数
値
が
、

八
ッ
場
ダ
ム
を
含
ま
な
い
四
つ
の
治
水
案
の
八
ッ
場
ダ
ム
に
替
わ
る
代
替
洪
水
調
節
施
設
の
洪
水
調
節
量
に
あ
た
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
が
、
間
違
い
な
い
か
。
間
違
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
し
い
洪
水
名
、
数
値
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四



九

Ｓ
�
�
・
�
・
�
�
洪
水
の
「
河
道
分
担
流
量
洪
水
調
節
施
設
全
施
設
完
成
時
（
Ｂ
）
」
に
対
応
す
る
数
値
か
ら
、
�
�

�
�
�
�
／
Ｓ
を
差
し
引
い
た
数
値
が
、
八
ッ
場
ダ
ム
を
含
ま
な
い
四
つ
の
治
水
案
の
八
ッ
場
ダ
ム
に
替
わ
る
代
替
洪
水
調

節
施
設
の
洪
水
調
節
量
と
さ
れ
た
場
合
、
な
ぜ
、
Ｓ
�
�
・
�
・
�
�
洪
水
の
そ
の
流
量
が
、
代
替
洪
水
調
節
施
設
の
洪
水

調
節
量
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
他
の
洪
水
の
「
河
道
分
担
流
量
洪
水
調
節
施
設

全
施
設
完
成
時
（
Ｂ
）
」
に
対
応
す
る
数
値
か
ら
、
�
�
�
�
�
�
／
Ｓ
を
差
し
引
い
た
数
値
は
、
八
ッ
場
ダ
ム
を
含
ま
な

い
四
つ
の
治
水
案
の
代
替
洪
水
調
節
施
設
の
洪
水
調
節
量
を
算
定
す
る
際
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
活

用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

前
田
国
土
交
通
大
臣
は
、
今
年
�
月
�
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
八
ッ
場
ダ
ム
に
つ
い
て
「
平
均
す
る
と
、
目
標
流

量
に
対
し
て
大
体
千
立
米
ぐ
ら
い
の
洪
水
調
節
効
果
が
あ
る
、
こ
う
見
積
も
ら
れ
て
お
り
ま
す
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、

何
の
目
標
流
量
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
数
値
を
平
均
す
る
と
「
大
体
千
立
米
ぐ
ら
い
の
洪
水
調
節
効
果
」
と
な
る
の
か
。
そ

の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

前
田
国
土
交
通
大
臣
が
答
弁
し
た
「
大
体
千
立
米
ぐ
ら
い
の
洪
水
調
節
効
果
」
が
、
「
報
告
書
」
の
表
�－

�－

�
の

�
洪
水
の
八
ッ
場
ダ
ム
の
洪
水
調
節
効
果
の
平
均
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
レ
ク
の
際
に
国
土
交
通
省
の
担
当
者
が
明
ら
か
に
し

五



た
洪
水
調
節
効
果
量
、
�
�
�
�
�
／
Ｓ
と
は
約
�
倍
弱
の
開
き
が
あ
る
と
同
時
に
、
洪
水
調
節
効
果
量
の
算
定
方
法
も
異

な
っ
て
い
る
。
八
ッ
場
ダ
ム
の
洪
水
調
節
量
の
大
き
さ
は
、
治
水
案
の
比
較
検
討
を
す
る
上
で
決
定
的
な
要
素
で
も
あ
る

八
ッ
場
ダ
ム
以
外
の
治
水
対
策
四
案
の
コ
ス
ト
を
直
接
左
右
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
報
告
書
」
に
は
、
そ
の
コ
ス
ト

算
定
の
元
に
な
っ
た
洪
水
調
節
量
の
大
き
さ
の
記
述
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
算
定
方
法
、
算
定
根
拠
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
で
は
、
こ
の
「
報
告
書
」
が
行
っ
た
洪
水
調
節
機
能
の
検
証
が
正
し
か
っ
た
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

六


